
予防接種健康被害救済制度

カスタム検索

　予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に⽣ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害

との因果関係が認定された⽅を迅速に救済するものです。

　予防接種法に基づく予防接種を受けた⽅に健康被害が⽣じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚⽣労働⼤⾂が認定したと

きは、市町村により給付が⾏われます。申請に必要となる⼿続き等については、予防接種を受けられた市町村にご相談ください。（厚⽣労働⼤⾂の認

定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が⾏われます。）

リーフレット「ご存じですか？予防接種後健康被害救済制度」 [852KB] 

医療費 かかった医療費の⾃己負担分

医療⼿当 ⼊院通院に必要な諸経費（⽉単位で⽀給）

障害児養育年⾦（※） ⼀定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に⽀給

障害年⾦（※） ⼀定の障害を有する18歳以上の者に⽀給

死亡⼀時⾦ 死亡した⽅の遺族に⽀給

葬祭料 死亡した⽅の葬祭を⾏う者に⽀給

遺族年⾦ 死亡した⽅が⽣計維持者の場合、その遺族に⽀給

遺族⼀時⾦ 死亡した⽅が⽣計維持者でない場合、その遺族に⽀給

医療費・医療⼿当 様式 [366KB] 医療費及び医療⼿当の請求書の様式

受診証明書 証明書（認定前） [36KB] 初めて医療費及び医療⼿当を請求する際に必要な受診証明書の様式

健康被害救済制度とは

【申請から認定・⽀給までの流れ】

給付の種類

請求書の様式
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証明書（認定後） [37KB] 既に医療費及び医療⼿当の⽀給決定を受けている場合に必要な受診証明書の様式

障害児養育年⾦ 様式 [116KB] 障害児養育年⾦の請求書の様式

障害年⾦ 様式（A類） [127KB] 障害年⾦の請求書の様式（A類疾病（四種混合、⿇しん・⾵しん、日本脳炎、ＢＣＧ等）

）

様式（B類） [110KB] 障害年⾦の請求書の様式（B類疾病（インフルエンザ等））

診断書 診断書 [174KB] 障害児養育年⾦⼜は障害年⾦の請求時に必要な診断書の様式

年⾦額の変更 様式（A類） [106KB] 障害児養育年⾦⼜は障害年⾦を受けている⽅について、障害の状態が変わったことによ

る障害等級変更の請求書の様式（A類疾病（四種混合、⿇しん・⾵しん、日本脳炎、ＢＣ

Ｇ等））

様式（B類） [82KB] 障害年⾦を受けている⽅について、障害の状態が変わったことによる障害等級変更の請

求書の様式（B類疾病（インフルエンザ等））

死亡⼀時⾦ 様式 [53KB] 死亡⼀時⾦の請求書の様式

遺族年⾦・遺族⼀時⾦ 様式 [60KB] 遺族年⾦⼜は遺族⼀時⾦の請求書の様式

葬祭料 様式（A類） [107KB] 葬祭料の請求書の様式（A類疾病（四種混合、⿇しん・⾵しん、日本脳炎、ＢＣＧ等））

様式（B類） [106KB] 葬祭料の請求書の様式（B類疾病（インフルエンザ等）

未⽀給の給付 様式 [81KB] ⽀給決定されている救済給付（医療費等）について、受給すべき⽅が亡くなった等の理

由により、未⽀給の状態となっている場合に使⽤する請求書の様式

臨時接種及び

Ａ類疾病の定期接種

Ｂ類疾病の定期接種

医療費 健康保険等による給付の額を除いた⾃己負担分 Ａ類疾病の額に準ずる

医療⼿当 通院3日未満（⽉額）　34,800円

通院3日以上（⽉額）　36,800円

⼊院8日未満（⽉額）　34,800円

⼊院8日以上（⽉額）　36,800円

同⼀⽉⼊通院（⽉額）　36,800円

Ａ類疾病の額に準ずる

障害児養育年⾦ 1級（年額）　1,572,000円

2級（年額）　1,258,800円

障害年⾦ 1級（年額）　5,032,800円

2級（年額）　4,026,000円

3級（年額）　3,019,200円

1級（年額）　2,796,000円

2級（年額）　2,236,800円

死亡した

場合の補償

死亡⼀時⾦　44,000,000円 ・⽣計維持者でない場合

遺族⼀時⾦ 7,333,200円

・⽣計維持者である場合

遺族年⾦（年額）2,444,400円

（10年を限度）

葬祭料 209,000円 Ａ類疾病の額に準ずる

介護加算 1級（年額）　843,600円

2級（年額）　562,400円

◎予防接種法　（昭和23年法律第68号）

第15条 市町村⻑は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種⼜は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、⼜

は死亡した場合において、当該疾病、障害⼜は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚⽣労働⼤⾂が認定したときは、次条

及び第13条に定めるところにより、給付を⾏う。

2 厚⽣労働⼤⾂は、前項の認定を⾏うに当たっては、審議会等（国家⾏政組織法（昭和23年法律第120号）第8条に規定する機関をいう。）で

政令で定めるものの意⾒を聴かなければならない。

◎予防接種法施⾏令　（昭和23年政令第197号）

第9条 法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

給付額（令和元年10⽉現在）

参考（関係条⽂）

予防接種健康被害救済制度｜厚⽣労働省 https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou2...

2 / 3 2019年12⽉10日 18:04



〒100-8916 東京都千代⽥区霞が関1-2-2 電話：03-5253-1111（代表）
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